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藤田孝典氏の SNS での言動に関する嘆願書 
 

  ［発起団体］ 
SWASH(Sex Work And Sexual Health) 

                   ナイト産業を守ろうの会 
ハピママメーカープロジェクト 

 
私たちは、接待を伴う飲食店や性風俗で働く人々を支援する市民団体です。  
現在、社会福祉士の藤田孝典氏による SNS での発信によって、別紙に掲載するような、

風俗業を営む人々に対する迷惑行為、差別の煽動(ヘイトスピーチ)が連日行われています。  
7 月 23 日〜25 日に至っては 3 日間に渡り、女性経営者の方に対して執拗に何度も、「早

く廃業しろ」と激しく詰め寄り、衆目の下、彼女を社会的な死に追い詰めるような精神的虐

待が行われました。  
こうした藤田氏の言動に対し、多くの弁護士や社会福祉士の方々も SNS 上で、人権侵害

の懸念を表明しており、また、藤田氏が「社会福祉士」として、インターネット上にてバッ

シングを続けることは、日本社会福祉士会の倫理綱領、職業倫理からも外れ、社会福祉士の

品位を著しく低下させるものと考えます。  
風俗業という特定の属性を持つ人物、集団を狙い撃ちにした、こうした加害や差別の煽動

を控えていただけるよう、多くの市民が要請してまいりましたが、一向に改善が見られませ

ん。  
よって、藤田氏の一連の行為を憲法 13 条（個人の尊厳と公共の福祉）にも違反する人権

侵害と捉え、下記申し入れをいたします。  
 

記 
 
Ⅰ 埼玉県社会福祉士会において組織としての検証、藤田氏からの事情の聴取等を求めま

す。  
 
藤田氏が違反していると思われる下記の日本社会福祉士会の倫理綱領の点において、藤田

氏の発言に対する埼玉県社会福祉士会としての見解を求めます。  
 
【回答期限は令和 2 年 8 月 17 日とし、頂戴した回答につきましては、発起団体ホームペ

ージ上及び SNS 上にて公開させていただきます。】  



 

 
Ⅱ 藤田氏のメディアへの登場等、社会への影響を鑑み、専門職団体として、藤田氏に対

し是正勧告を行うよう求めます。  
 
・日本社会福祉士会の倫理綱領  
原則  
Ⅰ（人間の尊厳） 社会福祉士は、すべての人々を、出自、人種、民族、国籍、性別、性

自認、性的 指向、年齢、身体的精神的状況、宗教的文化的背景、社会的地位、経済状況な

どの違いにかかわ らず、かけがえのない存在として尊重する。  
Ⅱ（人権） 社会福祉士は、すべての人々を生まれながらにして侵すことのできない権利

を有する存 在であることを認識し、いかなる理由によってもその権利の抑圧・侵害・略奪

を容認しない。  
Ⅲ（社会正義） 社会福祉士は、差別、貧困、抑圧、排除、無関心、暴力、環境破壊など

の無い、自 由、平等、共生に基づく社会正義の実現をめざす。  
Ⅴ（多様性の尊重） 社会福祉士は、個人、家族、集団、地域社会に存在する多様性を認

識し、それ らを尊重する社会の実現をめざす。  
Ⅲ 社会に対する倫理責任  
1．（ソーシャル・インクルージョン） 社会福祉士は、あらゆる差別、貧困、抑圧、排除、

無関心、 暴力、環境破壊などに立ち向かい、包摂的な社会をめざす。  
 
社会福祉士の方々が、各地の現場で支援を必要とする多くの方々の権利擁護の実践を続け

られていること、尊敬しております。しかしながら、藤田孝典氏の言動は、多くの社会福祉

士の方々の実践に逆行し、社会福祉士に対する社会的な信用をも損なうものです。  
速やかなご対応を期待します。 

 
 

発起団体窓口 
SWASH(Sex Work And Sexual Health) 
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［別添資料］ 
・7 月 23 日～25 日の連日に渡り、風俗業事業者の女性に対し、脅迫のような行為、暴言が繰り返され

た。 



 

 

 


